
13 障害者虐待の未然防止・早期発見等について

（１）障害者虐待の未然防止・早期発見について

① 障害者虐待事例への対応状況等

平成 28 年 12 月 16 日に公表した「平成 27 年度都道府県・市区町村にお

ける障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）」では、養護者による虐

待は減少傾向にある一方で、施設従事者等による虐待は増加傾向にあり、

平成 26 年度と比較して相談・通報件数は 24％増加（1,746 件→2,160 件）、

虐待と判断された件数は 9％増加（311 件→339 件）となっている。【関連

資料１】

施設従事者等からの相談・通報件数が増加傾向にあることは、通報義務

に関する理解が浸透されつつある状況とも解されるが、適切に虐待通報を

行った職員等への不利益な取扱い等がなされないよう、障害者虐待防止法

の趣旨について周知徹底を図るとともに、管理者等の研修受講状況につい

て把握し、未だ研修を受講していない管理者等に対しては、研修受講の徹

底を図られたい。

なお、これまで地域生活支援事業の任意事業であった障害者虐待防止対

策支援事業については、平成 29 年度予算案において新たに創設された「地

域生活支援促進事業」として特別枠に位置づけている。今後の予定として

は、今年度中に各都道府県あてに平成 29 年度の本事業に係る要望見込額

の提出を依頼し、来年度の申請手続までに事前調整を行うこととしている

ので、予めご承知おき願いたい。

② 障害者虐待防止マニュアルの見直しについて

厚生労働省では、今年度中に「市町村・都道府県における障害者虐待の

防止と対応」及び「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と

対応の手引き」の改正を検討しており、現在予定している主な改正事項は

以下のとおりである。詳細については追って事務連絡を発出することとし

ているが、今回の改正事項を留意の上、引き続き障害者の虐待防止や権利

擁護に努められたい。

（改正内容）

・ マニュアルの前文に、共生社会の実現及び権利擁護の視点に関する

記述を追加。

・ 成年後見制度利用促進法の施行に伴い、政府において策定された成

年後見制度利用促進基本計画に関する記述を追加。
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（２）障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進について

① 「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン（案）」

について

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ず

るための関係法律の整備に関する法律（平成 24 年法律第 51 号）の附則第

３条においては、法施行後３年を目途として障害福祉サービスの在り方等

について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされ

ており、「障害者の意思決定支援の在り方」が見直し事項の一つに挙げら

れている。

これを踏まえ、社会保障審議会障害者部会では、平成 27 年４月から見

直しに向けた検討を行い、平成 27 年 12 月に今後の取組について報告書を

取りまとめ、同報告書では、意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセ

ス、留意点を取りまとめた「意思決定支援ガイドライン（仮称）」を作成

し、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者間で共有し、普及を図るべ

き旨が盛り込まれたところである。

厚生労働省においては、同報告書やこれまでの障害者総合福祉推進事業

による研究報告書を踏まえ、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定

支援ガイドライン（案）」を作成し、ホームページに掲載の上、パブリッ

クコメントの募集を行ったところである。

今後、寄せられた意見を踏まえつつ、今年度中に障害保健福祉部長通知

として発出することとしているので、地方自治体におかれては、障害者の

意思決定の支援がより一層適切に図られるよう、指定事業者及び指定相談

支援事業者に対して周知いただくとともに、研修など様々な機会を通じて

本ガイドラインの普及に努められたい。【関連資料２】

② 成年後見制度の利用促進について

平成 28 年 4 月に成年後見制度利用促進法が成立し、政府においては平

成 28 年度中に「成年後見制度利用促進委員会意見」（平成２９年１月）を

踏まえ、「成年後見制度利用促進基本計画」を閣議決定することとしてい

る。平成 29 年度以降は、この基本計画を踏まえ、地方自治体において各

地域での計画を作成することが求められており、本基本計画の趣旨を理解

の上、より一層成年後見制度の利用促進に向けた取組を図られたい。【関

連資料３】

特に、「成年後見制度利用促進委員会意見」においては、「若年期からの

制度利用が想定され、その特性も多様である障害者の場合、継続性や専門

性の観点から、法人後見の活用が有用である場合もあり、後見監督等によ

る利益相反等への対応を含めた透明性の確保を前提に、その活用を図って

いくことが考えられる」ことが盛り込まれており、「親亡き後」の備えも

含め、成年後見制度法人後見支援事業（地域生活支援事業の必須事業）の

さらなる推進に努められたい。【関連資料４】
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なお、これまで地域生活支援事業の任意事業であった成年後見制度普及

啓発事業についても、平成 29 年度予算案において新たに創設された「地

域生活支援促進事業」として特別枠に位置づけており、障害者虐待防止対

策支援事業と同様の手続きを予定している。
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市区町村

虐待の事実
が認められた
事例

（死亡事例：3
人）

被虐待者数
1,615人

虐待者数
1,798人

虐待事例に対する措置虐待事例に対する措置

平成２７年度 障害者虐待対応状況調査＜養護者による障害者虐待＞

相談
通報

4,450件

主な通報
届出者内訳

●警察 (21.7%)

●本人による届出 （21.3%)

●障害者福祉施設・事業

所の職員 (17.6%)

●相談支援専門員（14.7%）

●当該市区町村行政職員

(7.9%)

●家族・親族 (6.3%)

都道府県

市区町村に
連絡した事例
43件

明らかに虐待でない
と判断した事例 54
件

97件

4,353件

の転居、入院中等

① 障害福祉サービスの利用 42.9%
② 措置入所 11.8%
③ ①、②以外の一時保護 17.5%
④ 医療機関への一時入院 11.5%
⑤ その他 16.2%
①～⑤のうち、面会制限を行った事例

39.2%

① 助言・指導 68.8%
② サービス等利用計画見直し 17.5%
③ 障害福祉サービス以外の

サービス利用 11.4%
④ 新たに障害福祉サービス利用 11.0%

介護保険サービスを利用、虐待者・被虐待者
の転居、入院中等

虐待者と分離した人数 659人

虐待者と分離しなかった人数 721人

現在対応中・その他 235人

うち、市町村長申立 97人

成年後見制度の審判請求 126人

事実確認調査を行った事
例 3,843件

うち、法第11条に基づく立
入調査 60件

事実確認調査を行ってい
ない事例 740件

・明らかに虐待ではな
く調査不要 505件
＊都道府県判断の54件を含む

・調査を予定、又は検
討中 111件

1,593件

●性別
男性（63.2%）、女性（36.7%）

●年齢
60歳以上（37.4%）、50～59歳（21.6%）
40～49歳（18.2%）

●続柄
父（22.7%）、母（22.4%）、夫（13.6%）
兄弟（12.7%）

虐待者(1,798人）

●性別 男性（36.5%）、女性（63.5%）
●年齢

40～49歳（21.9%）、20～29歳（19.4%）
50～59歳（18.7%）

●障害種別（重複障害あり）

●障害支援区分のある者 （52.8%）
●行動障害がある者 （27.7%）
●虐待者と同居 （79.8%）
●世帯構成

両親と兄弟姉妹（11.7%）、両親（11.5%）、
単身（10.8%）、配偶者（9.5%）、配偶者･子（8.2%）

被虐待者（1,615人）

事実確認調査

43
件

＊平成26年度に通報・届出があった事案133件を含む

虐待行為の類型（複数回答）

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病等

24.5% 49.7% 33.1% 1.2% 2.9%

家庭における被虐待者と虐待者の人間関係 47.9%

虐待者の性格や人格（に基づく言動） 42.2%

虐待者が虐待と認識していない 38.5%

被虐待者本人の性格や人格（に基づく言動） 34.2%

被虐待者の介護度や支援度の高さ 21.8%

家庭における経済的困窮（経済的問題） 21.7%

市区町村職員が判断した虐待の発生要因や状況（複数回答）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄、放置 経済的虐待

62.3% 4.1% 31.7% 16.1% 25.7%

関
連

資
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２
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平成２７年度 障害者虐待対応状況調査＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞

相談
通報

2,160件

市区町村

主な通報
届出者内訳

●本人による届出
(22.9%)

●当該施設・事業
所職員 (16.3%)

●家族・親族
(15.7%)

●設置者・管理者
(7.5%)

●相談支援専門員
(6.5%)

1,824件
障害者総合支援法等
による権限行使等※3
障害者総合支援法等
による権限行使等※3

・ 施設等に対する指導 231件
・ 改善計画提出依頼 156件
・ 従事者への注意・指導 126件

市区町村による指導等

・ 報告徴収・出頭要請・質問・
立入検査 180件

・ 改善勧告 60件
・ 改善命令 0件
・ 指定の全部・一部停止 4件
・ 指定取消※4 3件
・ 都道府県・政令市・中核市等

による指導 211件

障害者総合支援法等に
よる権限の行使等

都道府県

虐待の事実
が認められ
た事例

被虐待者
569人※1

虐待者
411人※2

7件

更に都道府県において事実
確認を行った事例で虐待事実
が認められた事例

7件

都道府県調査により
虐待の事実が認められ
た事例 17件

7件

17件

339件

●性別
男性（70.6%）、女性（29.4%）

●年齢
60歳以上（20.4%）、 40～49歳（20.0%）
50～59歳（18.0%）

●職種
生活支援員 （44.5%）
管理者 （10.9%）
世話人（7.5%）
指導員（6.8%）
その他従事者（6.1%）

●性別 男性（66.4%）、女性（33.6%）
●年齢

30～39歳（23.2%） 、 40～49歳（ 20.0%）
20～29歳（19.0%）

●障害種別（重複障害あり）

●障害支援区分のある者 （70.5%）
●行動障害がある者 （28.8%）

虐待者（411人） 被虐待者（569人）

※１ 不特定多数の利用者に対する虐待のため被虐待障害者が特定できなかった
等の7件を除く332件が対象。

※２ 施設全体による虐待のため虐待者が特定できなかった13件を除く326件が対象。
※３ 平成27年度末までに行われた権限行使等。
※４ 指定取消の3件は、虐待行為のほか人員配置基準違反や不正請求等の違反行
為等を理由として行ったもの。

259件（連絡）

336件

事実確認調査を行った事例
（118件）

＊平成26年度に通報・届出があった事案11件を含む
＊監査・実地指導等により判明した事案4件を含む

＊平成26年度に通報・届出があった事案57件を含む

うち、さらに都道府県による事実確認調
査が必要とされた事例 32件

事実確認調査 （2,140件）

事実確認調査を行った事例 1,712件

うち、虐待の事実が認められた事例
359件

うち、都道府県へ事実確認調査を
依頼した事例 16件

事実確認調査を行わなかった事例 428件

41件

315件

障害者虐待が認められた事業所種別

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病等

16.7% 83.3% 8.8% 2.3% 0.0%

教育・知識・介護技術等に関する問題 56.1%

虐待を行った職員の性格や資質の問題 51.2%

倫理観や理念の欠如 43.9%

職員のストレスや感情コントロールの問題 42.0%

虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ 24.8%

人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ 23.0%

市区町村等職員が判断した虐待の発生要因（複数回答）

虐待行為の類型（複数回答）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄、放置 経済的虐待

58.1% 14.2% 41.0% 5.3% 7.7%

障害者支援施設 88 26.0%

居宅介護 9 2.7%

重度訪問介護 3 0.9%

療養介護 1 0.3%

生活介護 43 12.7%

短期入所 11 3.2%

自立訓練 1 0.3%

就労移行支援 5 1.5%

就労継続支援Ａ型 23 6.8%

就労継続支援Ｂ型 49 14.5%

共同生活援助 63 18.6%
一般相談支援事業所及び特定相談支援事業所 1 0.3%

移動支援事業 2 0.6%

地域活動支援センターを経営する事業 2 0.6%

児童発達支援 2 0.6%

医療型児童発達支援 1 0.3%

放課後等デイサービス 35 10.3%

合計 339 100.0%

関
連

資
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「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン（案）」の概要

１．意思決定支援の定義
意思決定支援とは、自己決定に困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、

本人の意思の確認や意思及び選好の推定、最善の利益の検討のために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みをいう。

２．意思決定を構成する要素
（１）本人の判断能力

障害による判断能力の程度は、意思決定に大きな影響を与える。意思決定を進める上で、本人の判断能力の程度について慎重なアセス
メントが重要。

（２）意思決定支援が必要な場面

（３）人的・物理的環境による影響
意思決定支援は、本人に関わる職員や関係者による人的な影響や環境による影響、本人の経験の影響を受ける。

① 日常生活における場面
例えば食事・衣服の選択・外出・排せつ・整容・入浴等基本的

生活習慣に関する場面の他、複数用意された余暇活動プログ
ラムへの参加を選ぶ等の場面が考えられる。
日頃から本人の生活に関わる事業者の職員が、場面に応じ

て即応的に行う直接支援の全てに意思決定支援の要素が含ま
れている。

② 社会生活における場面
自宅からグループホームや入所施設等に住まいの場を移す場面

や、入所施設から地域移行してグループホームや一人暮らしを選ぶ
場面等が、意思決定支援の重要な場面として考えられる。
本人の意思確認を最大限の努力で行うことを前提に、事業者、家

族や成年後見人等が集まり、判断の根拠を明確にしながら、より制
限の少ない生活への移行を原則として、意思決定支援を進める必
要がある。

Ⅱ 総 論

○ 障害者総合支援法においては、障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定事業者や指定相談支援
事業者に対し、「意思決定支援」を重要な取組として位置付けている。

○ 今般、意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたガイドラインを作成し、事業者や成年後見の担い手を含めた関係
者間で共有することを通じて、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とするもの。

Ⅰ 趣 旨
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３．意思決定支援の基本的原則
（１）本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うことが原則である。本人の自己決定にとって必要な情報の説明は、本人が理解でき

るよう工夫して行うことが重要である。

（２）職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するよう努める姿
勢が求められる。

（３）本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、本人の日常生活の場面や事業者のサー
ビス提供場面における表情や感情、行動に関する記録などの情報に加え、これまでの生活史、人間関係等様々な情報を把握し、根
拠を明確にしながら障害者の意思及び選好を推定する。

４．最善の利益の判断
本人の意思を推定することがどうしても困難な場合は、第三者が本人にとっての最善の利益を判断せざるを得ない場合がある。最善

の利益の判断は最後の手段であり、次のような点に留意することが必要である。
（１）メリット・デメリットの検討

複数の選択肢からメリットとデメリットを可能な限り挙げ、比較検討して本人の最善の利益を導く。

（２）相反する選択肢の両立
二者択一の場合においても、相反する選択肢を両立させることを考え、本人の最善の利益を追求する。（例えば、食事制限が必要な

人も、運動や食材等の工夫により、本人の好みの食事をしつつ、健康上リスクの少ない生活を送ることができないか考える場合等。）

（３）自由の制限の最小化
住まいの場を選択する場合、選択可能な中から、障害者にとって自由の制限がより少ない方を選択する。また、本人の生命・身体の

安全を守るために、行動の自由を制限せざるを得ない場合でも、他にないか慎重に検討し、自由の制限を最小化する。

５．事業者以外の視点からの検討
事業者以外の関係者も交えて意思決定支援を進めることが望ましい。本人の家族や知人、成年後見人、ピアサポーター等が、本人に

直接サービス提供する立場とは別の第三者として意見を述べることにより、多様な視点から本人の意思決定支援を進めることができる。

６．成年後見人等の権限との関係
意思決定支援の結果と成年後見人等の身上配慮義務に基づく方針が齟齬をきたさないよう、意思決定支援のプロセスに成年後見人

等の参画を促し、検討を進めることが望ましい。
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１．意思決定支援の枠組み
意思決定支援の枠組みは、意思決定支援責任者の配置、意思決定支援会議の開催、意思決定の結果を反映したサービス等利用計

画・個別支援計画（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、モニタリングと評価・見直しの５つの要素から構成される。

（１）意思決定支援責任者の配置
意思決定支援責任者は、意思決定支援計画作成に中心的にかかわり、意思決定支援会議を企画・運営するなど、意思決定支援の仕組

みを作る等の役割を担う。サービス管理責任者や相談支援専門員が兼務することが考えられる。

（２）意思決定支援会議の開催
意思決定支援会議は、本人参加の下で、意思決定が必要な事項に関する参加者の情報を持ち寄り、意思を確認したり、意思及び選

好を推定したり、最善の利益を検討する仕組み。「サービス担当者会議」や「個別支援会議」と一体的に実施することが考えられる。

（３）意思決定が反映されたサービス等利用計画や個別支援計画（意志決定支援計画）の作成とサービスの提供
意思決定支援によって確認又は推定された本人の意思や、本人の最善の利益と判断された内容を反映したサービス等利用計画や

個別支援計画（意思決定支援計画）を作成し、本人の意思決定に基づくサービスの提供を行うことが重要である。

（４）モニタリングと評価及び見直し
意思決定支援を反映したサービス提供の結果をモニタリングし、評価を適切に行い、次の支援でさらに意思決定が促進されるよう見

直すことが重要である。

２．意思決定支援における意思疎通と合理的配慮
意思決定に必要だと考えられる情報を本人が十分理解し、保持し、比較し、実際の決定に活用できるよう配慮をもって説明し、決定した

ことの結果起こり得ること等を含めた情報を可能な限り本人が理解できるよう、意思疎通における合理的配慮を行うことが重要である。

３．意思決定支援の根拠となる記録の作成
意思決定支援を進めるためには、本人のこれまでの生活環境や生活史、家族関係、人間関係、嗜好等の情報を把握しておくことが必

要である。家族も含めた本人のこれまでの生活の全体像を理解することは、本人の意思を推定するための手がかりとなる。

４．職員の知識・技術の向上
職員の知識・技術等の向上は、意思決定支援の質の向上に直結するものであるため、意思決定支援の意義や知識の理解及び技術等

の向上への取組みを促進させることが重要である。
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１．日中活動プログラムの選択に関する意思決定支援
２．施設での生活を継続するかどうかの意思決定支援
３．精神科病院からの退院に関する意思決定支援

５．関係者、関係機関との連携

意思決定支援責任者は、事業者、家族や成年後見人等の他、関係者等と連携して意思決定支援を進めることが重要である。協議会を活用する等、
意思決定支援会議に関係者等が参加するための体制整備を進めることが必要である。

６．本人と家族等に対する説明責任等
障害者と家族等に対して、意思決定支援計画、意思決定支援会議の内容についての丁寧な説明を行う。また、苦情解決の手順等の

重要事項についても説明する。意思決定支援に関わった関係者等は、業務上知り得た秘密を保持しなければならない。

Ⅳ 意思決定支援の具体例

意思決定が必要な場面 ・サービスの選択 ・居住の場の選択 等

本人が自分で決定できるよう支援

自己決定が困難な場合

○本人の意思決定に関する情報の把握方法、意思決定支援会議の開催準備等

○アセスメント ・本人の意思確認 ・日常生活の様子の観察 ・関係者からの情報
収集・本人の判断能力、自己理解、心理的状況等の把握・本人の生活史等、
人的・物理的環境等のアセスメント・体験を通じた選択の検討 等

意思決定支援責任者の選任
とアセスメント
相談支援専門員・サービス管理責任者
兼務可

意思決定支援会議の開催
サービス担当者会議・個別支援会議
と兼ねて開催可

本人・家族・成年後見人等・意思決定支援責任者・事業者・関係者等による情報交
換や本人の意思の推定、最善の利益の判断

意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画
（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、支援結果等の記録

支援から把握される表情や感情、行動等か
ら読み取れる意思と選好等の記録

意
思
決
定
に
関
す
る
記
録
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

○ 意思決定支援の流れ
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成年後見制度の利用の促進に関する法律イメージ図

地域の需要に対応した成年
後見制度の利用の促進

成年後見制度の利用に関す
る体制の整備

１ 保佐及び補助の制度の利用を促進する
方策の検討

２ 成年被後見人等の権利制限に係る制度
の見直し

３ 成年被後見人等の医療等に係る意思決
定が困難な者への支援等の検討

４ 成年被後見人等の死亡後における成年
後見人等の事務の範囲の見直し

５ 任意後見制度の積極的な活用
６ 国民に対する周知等

１ 関係機関等における体制
の充実強化

２ 関係機関等の相互の緊密
な連携の確保

成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「成年後見制度利用促進基本計画」
を策定

基本計画

体 制

基本方針

この法律の施行後２年以内の政令で定める日に、これらの組織を廃止し、新たに関係行政機関で組織する成年後
見制度利用促進会議及び有識者で組織する成年後見制度利用促進専門家会議を設ける（両会議の庶務は厚生労働
省に）。

この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。

意見

１ 国の責務
２ 地方公共団体の責務
３ 関係者の努力
４ 国民の努力
５ 関係機関等の相互の連携

国等の責務

基本方針に基づく施策を実施するた
め必要な法制上・財政上の措置

成年被後見人等の権利制限に係る関
係法律の改正その他の基本方針に基
づく施策を実施するために必要な法
制上の措置については、この法律の
施行後三年以内を目途として講ずる

法制上の措置等

市町村の措置

国の基本計画を踏まえ
た計画の策定等

合議制の機関の設置

都道府県の措置
・人材の育成
・必要な助言

施策の実施状況の公表（毎年）

その他

成年後見制度の理念の尊重
①ノーマライゼーション
②自己決定権の尊重
③身上の保護の重視

１ 地域住民の需要に応じた
利用の促進

２ 地域において成年後見人
等となる人材の確保

３ 成年後見等実施機関の活
動に対する支援

地方公共団体の措置

援助

基本理念

１ 組織
会長：内閣総理大臣
委員：内閣官房長官、特命担当大臣、法務 大臣、

厚生労働大臣、総務大臣等
２ 所掌事務
① 基本計画案の作成
② 関係行政機関の調整
③ 施策の推進、実施状況の検証・評価等

・有識者で組織する。
・基本計画案の調査審議、施策に関する重
要事項の調査審議、内閣総理大臣等への
建議等を行う。

成年後見制度利用促進会議 成年後見制度利用促進委員会
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成年後見制度利用促進委員会意見（平成２９年１月）のポイント

・権利擁護支援が必要な人の発見と早期からの相談
・後見人等を含めた「チーム」（注１）による本人の見守り
・「協議会」等（注２）によるチームの支援
・地域連携ネットワークの整備・運営の中核となる機関の必要性

・広報機能（権利擁護の必要な人の発見、周知・啓発等）
・相談機能（相談対応、後見ニーズの精査、見守り体制の調整等）
・利用促進（マッチング）機能
・後見人支援機能（チームによる支援、本人の意思を尊重した柔軟な対応等）
・不正防止効果

（２）権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり

・後見制度支援信託に並立・代替するような新たな方策の検討
（預貯金の払戻しについての後見監督人等の関与を可能とする仕組み）

（３）不正防止の徹底と利用しやすさとの調和

・財産管理のみならず、意思決定支援・身上保護も重視
・適切な後見人等の選任、後見開始後の柔軟な後見人等の交代等
・診断書の在り方の検討

（１）利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善

注１：福祉等の関係者と後見人等がチームとなって本人を見守る体制
注２：福祉・法律の専門職団体が協力して個別のチームを支援する仕組み

内閣府成年後見制度利用促進委員会事務局作成資料
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利益相反行為（民法）
第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、
後見監督人がある場合は、この限りでない。 （下線は「利益相反行為」を指す）

社会福祉法人等による法人後見の取組

後見監督人の選任

補助・保佐・後見開始の審判

財産管理
身上配慮

法人後見の実施体制
成年後見人等

（法人後見）の選任

法人後見チーム
※継続性・専門性

後見監督人

○透明性の確保の例
法人外部の専門職の参加
（助言・チェック等）
（例）
・法律関係者
・医療関係者
・会計関係者
・福祉関係者 等

家庭裁判所
監督

成年後見制度利用促進委員会意見（平成２９年１月）抜粋
○ 若年期からの制度利用が想定され、その特性も多様である障害者の場合、継続性や専門性の観点から、法人後見の活用が有用である場合も
あり、後見監督等による利益相反等への対応を含めた透明性の確保を前提に、その活用を図っていくことが考えられる。

○ 社会福祉法人においては、地域の様々なニーズを把握し、これらのニーズに対応していく中で、地域における公益的な取組の一つとして、低所得
の高齢者・障害者に対して自ら成年後見を実施することも含め、その普及に向けた取組を実施することが期待される。

法人のサービス利用者
及び、それ以外の障害者等

後見等開始の審判
の申立て
・本人 ・配偶者
・四親等以内の親族
・市区町村長

参加

※申立人等の請求又は裁判所の職権で必要に応じて選任
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